
子
ど
も
を

虐
待
か
ら

守
る
た
め
に

ス
ト
ッ
プ
！
児
童
虐
待

　

増
加
す
る
児
童
虐
待

　

全
国
2
0
6
か
所
の
児
童
相
談

所
が
平
成
23
年
度
に
対
応
し
た
児

童
虐
待
の
相
談
件
数
は
、
5
万
9

8
6
2
件
あ
り
21
年
連
続
で
過
去

最
多
を
更
新
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
松
本
児
童
相
談
所
管
内

で
も
2
2
7
件
と
同
じ
く
過
去
最

多
と
な
っ
て
お
り
、
松
本
市
に
お

い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
り

支
援
が
必
要
な
家
庭
は
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

　
「
子
ど
も
を
う
ま
く
育
て
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
」「
子
ど
も
と
い
る
こ
と
が
苦

し
く
て
仕
方
が
な
い
」
な
ど
の
悩

み
を
抱
え
た
お
母
さ
ん
が
多
い
の

も
現
状
で
す
。

　
「
育
児
の
モ
デ
ル
と
な
る
人
が

身
近
に
い
な
く
て
困
惑
し
て
し
ま

う
」「
気
軽
に
相
談
で
き
る
相
手

が
い
な
い
」「
父
親
が
育
児
に
無

関
心
で
あ
っ
た
り
長
時
間
労
働
だ

っ
た
り
し
て
家
庭
に
か
か
わ
れ
な

い
」
な
ど
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

児
童
虐
待
と
は

　

保
護
者
が
18
歳
未
満
の
子
ど
も

に
行
う
、
次
の
よ
う
な
行
為
で
す
。

●
身
体
的
虐
待

　

殴
る
、
け
る
、
投
げ
落
す
、
揺

さ
ぶ
る
、
や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、

溺
れ
さ
せ
る
な
ど

●
心
理
的
虐
待

　

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き

　

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す
。
わ
た
し
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
、
子
ど
も

の
前
で
の
夫
婦
げ
ん
か
な
ど

●
ネ
グ
レ
ク
ト

　

家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を
与

え
な
い
、
不
潔
に
す
る
、
自
動
車

へ
の
放
置
な
ど

●
性
的
虐
待

　

性
的
行
為
の
強
要
、
性
器
や
性

交
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
の
被
写
体

に
す
る
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
福
祉
課
（
☎
34-

3
0
0
0
内
線
2
2
2
7　

36-

9
1
1
9
）

Ｑ

Ａ

　近くの家で、子どもの激しい泣き声や
大人の怒鳴り声が聞こえます。心配です
がどうしたらよいでしょうか。
 
   児童虐待の心配も考えられます。変
だな？と思ったら、すぐご相談くださ
い。家庭児童相談員が状況を確認して
適切に対応します。たとえ虐待ではな
くても、お母さんへの支援に繋がりま
す。これは虐待予防の第一歩です。

　しつけと虐待の違いはどのように区
別するのですか。

　虐待か否かの判断は、保護者の意図
にかかわらず子どもの立場に立ってさ
れなければなりません。しつけとは子
どもの健全な成長発達のためのものですか
ら、子どもの体や心に傷を与えるほどの行
為は、虐待となります。

Ａ

Ｑ

　怪我をして泣いている子どもが歩いて
いました。こういった時はどうしてあげ
ればいいですか。　

　お子さんに声をかけてあげてください。
すぐに通報できなくても、お子さんにと
っては心配してくれた大人がいる、とい
うだけでも心は元気になれるはずです。

Ｑ

Ａ

　近所で夫婦喧嘩が多く、怒鳴り声や、
物を投げる音が聞こえます。こどもがい
るのですが、これって虐待ですか。

　子どもの前で激しい夫婦喧嘩をするの
は心理的な虐待です。
　目の前でお互いを罵り合う両親の姿や、
暴力の場面を見せられるのは、子どもに
とっては、怖くて悲しくて大変傷つきま
す。

Ｑ

Ａ

※住民一人ひとりが地域の子どもたちを見守ることで、児童虐待を未然に防ぎましょう。

Ｑ

Ａ

　しつけと虐待の違いはどのように区
別するのですか。

　虐待か否かの判断は、保護者の意図
にかかわらず子どもの立場に立ってさ
れなければなりません。しつけとは子
どもの健全な成長発達のためのものです
から、子どもの体や心に傷を与えるほど
の行為は、虐待となります。

Ａ

Ｑ

　けがをして泣いている子どもが歩いてい
ました。こういった時はどうしてあげれば
いいですか。　

　お子さんに声をかけてあげてください。
お子さんにとっては心配してくれた大人が
いる、というだけでも心は元気になれるは
ずです。

Ｑ

Ａ

　近所で夫婦げんかが多く、怒鳴り声や、
物を投げる音が聞こえます。子どもがい
るのですが、これって虐待ですか。

　子どもの前で激しい夫婦げんかをする
のは心理的な虐待です。
　目の前でお互いを罵り合う両親の姿や、
暴力の場面を見せられるのは、子どもに
とっては、怖くて悲しくて大変傷つきま
す。

Ｑ

Ａ

虐
待
相
談
Ｑ
＆
Ａ

　近くの家で、子どもの激しい泣き声や
大人の怒鳴り声が聞こえます。心配です
がどうしたらよいでしょうか。

　児童虐待の心配も考えられます。変
だな？と思ったら、すぐご相談くださ
い。家庭児童相談員が状況を確認して
適切に対応します。たとえ虐待ではな
くても、お母さんへの支援につながり
ます。これは虐待予防の第一歩です。

※写真はイメージです
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ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
を

　

こ
ど
も
福
祉
課
で
は
、
児
童
虐

待
の
相
談
や
、
家
庭
環
境
・
非

行
・
不
登
校
・
発
達
・
子
育
て
の

悩
み
の
相
談
な
ど
に
応
じ
て
い
ま

す
。（
詳
し
く
は
、
45
ペ
ー
ジ
の

日
常
相
談
を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。）

　

お
近
く
の
民
生
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員
も
、
子
ど
も
や
生

活
の
こ
と
で
心
配
な
こ
と
な
ど
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
困
っ
た

と
き
は
、
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

サ
イ
ン
を
見
つ
け
た
ら

　
「
ま
さ
か
…
」「
も
し
か
し
て
…
」

と
思
っ
た
ら
、
専
門
機
関
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。
相
談
者
や
通
報
者

の
個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま
す
。
虐

待
と
は
っ
き
り
し
な
く
て
も
、
可

能
性
が
あ
る
だ
け
で
結
構
で
す
。

　

専
門
機
関
は
、
幼
い
生
命
を
一

番
に
考
え
て
、
責
任
を
持
っ
て
対

応
し
て
い
き
ま
す
。

　

虐
待
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
目

的
で
は
な
く
、
虐
待
の
あ
る
家
庭

を
支
援
し
、
子
ど
も
が
安
心
な
生

活
を
送
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

11
月
1
日
（
木
）
〜
30
日
（
金
）

そ
れ
ぞ
れ
掲
示
し
ま
す
。

　

国
宝
松
本
城
のラ

イ
ト
ア
ッ
プ

　

11
月
2
日
（
金
）〜
4
日
（
日
）

午
後
6
時
〜
8
時
に
、
国
宝
松
本

城
を
オ
レ
ン
ジ
色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
し
ま
す
。
貴
重
な
機
会
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
、
虐
待

に
つ
い
て
皆
さ
ん
で
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

啓
発
グ
ッ
ズ
の
配
布

　

11
月
の
期
間
中
、
街
頭
な
ど
で

配
布
し
ま
す
。

　

児
童
虐
待
防
止シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム

●
日
時　

11
月
18
日
（
日
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時
30
分

●
会
場　
信
州
大
学
旭
会
館

●
定
員　

2
0
0
人

●
料
金　

無
料

●
基
調
講
演　

　
「
母
子
保
健
か
ら
見
る
虐
待
予

防
」

•
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
佐
藤
拓

代
氏
／
大
阪
府
母
子
保
健
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー　

•
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
4
名
（
医
師
・

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・

助
産
師
・
保
健
師
）

　

懸
垂
幕
・
横
断
幕
の
掲
示

　

市
役
所
本
庁
舎
と
松
本
駅
に
、

　

11
月
の
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
に
合
わ
せ
、
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
児
童
虐
待
の
現

状
を
知
っ
て
も
ら
い
、
児
童
虐
待
を
防
止
し
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど

も
た
ち
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
た
運
動
で
す
。

見逃さないで、虐待のサイン

子どものサイン

□いつも子どもの泣き声や叫び声、保護者の怒鳴り
声がする
□不自然な傷やあざがある
□いつも不潔な身だしなみや、季節に合わない服装
をしている
□暗い顔で元気がない
□家に帰りたがらない
□年齢に合わない性的な言葉や行動がうかがえる
□弱い人や物に当たる
□落ち着きがなく、顔色をうかがい、親を避ける
□年齢の割に小柄

保護者のサイン

□子どものけがや病気の説明が不自然
□夫婦げんかが絶えない
□地域での交流が少ない
□子どもを置き去りにして夫婦で出かける
□しつけが厳しく大声で叱る
□健診・予防接種・通院をさせない
□子どもを親の思い通りにさせようとする
□子どもに無関心で、どこで何をしているのか知ら
ない
□子どもの欠席を園や学校に連絡しない
□家の中が極端に汚い

専門機関
24時間児童相談所全国共通ダイヤル
　 ……………………… ☎0570-064-000
長野県児童虐待・DV24時間ホットライン
　 ……………………………… ☎91-2410
長野県松本児童相談所 ……… ☎91-3370
松本市役所こども福祉課 …… ☎34-3000

内線2227

▲ライトアップされる松本城

専門機関
24時間児童相談所全国共通ダイヤル
　 ……………………… ☎0570-064-000
長野県児童虐待・DV24時間ホットライン
　 ……………………………… ☎91-2410
長野県松本児童相談所 ……… ☎91-3370
松本市役所こども福祉課 …… ☎34-3000

内線2227
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